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「インサイダー取引規制に関するQ&A」の改訂

上場会社の内部情報を知り得る特別な立場にある者が、未公表の重要事実を知って
株取引を行うことは、証券市場の公正性・健全性を損ない、投資家の信頼を失うおそれ

株式投資に対して過度に抑制的にならないよう、規制を分かりやすく解説するため、
既存の「インサイダー取引規制に関するQ&A」を改訂

「はじめに」として、インサイダー取引規制の趣旨や、通常の株式投資に過度に抑制
的になる必要はない旨を説明

「基礎編」として、主に投資未経験者に向けた分かりやすいQ&Aを記載

「応用編」として、インサイダー取引に係る法令解釈等（既存のQ&A）を位置づけ

通常の株取引であれば、本来自由に行うことができ、資産形成上有意義であるにもかか
わらず、上場企業の役職員等、特に社内や取引先の重要事実に接することの多い役員は、
インサイダー取引と疑われることを過度に心配し、慎重になっているケースが多い

インサイダー取引に該当しない通常の株式投資が過度に抑制されているのではないか

例えば、社内規則で、株式投資についてルールが定められる際に、全ての株式
投資を禁ずるようなケースは、過剰な抑制ではないか

インサイダー取引規制の意義

インサイダー取引規制に関する指摘
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「インサイダー取引規制に関するQ&A」 はじめに（案）

我が国では、株式投資を行う際、企業や官庁に勤める方々、特に社内や取引先の重要事実に接することの多い役員の
方々にとっては、それがインサイダー取引規制に抵触するのではないか、あるいはインサイダー取引と疑われるのではな
いかといった心配があるため、株取引を行うことに慎重になる、あるいは株式投資自体を行わないようにしている、という
ケースが多いといった声が聞かれます。

確かに、上場会社の内部情報を知り得る特別な立場にある者が未公表の重要事実を知って株式等の取引を行うことは、
一般投資家と比べて著しく有利で、極めて不公平です。このようなインサイダー取引が横行すれば、証券市場の公正性・
健全性が損なわれるとともに、証券市場に対する投資家の信頼が失われて市場参加者が減少し、ひいては株式投資が
資産形成手段としての魅力を失うおそれもあります。

したがって、インサイダー取引については厳しく規制し、こうした行為を行う者に対しても厳しく対応することが重要だと
考えています。

一方、株式投資は、不公正取引でなければ、本来、自由に行えるものであり、国民の安定的な資産形成の観点からも
有効に活用されるべきものです。

インサイダー取引に該当しない通常の株式投資、例えば、普通のサラリーマンはもとより、役員の方々であっても、内部
の重要事実を知らずに行う取引や、重要事実の公表後に行う取引を抑制する必要は全くありません。また、社内規則で、
株式投資についてルールが定められる際に、例えば全ての株式投資を禁ずるような場合には、それは過剰な抑制という
べきかもしれません。

しかしながら、冒頭に述べたとおり、現在は、多くの方が、実際にはインサイダー取引規制の内容を知らず、結果として
必要以上に萎縮していることも多いのではないかと思います。

こうした実態を踏まえ、金融庁、証券取引等監視委員会では、今般、インサイダー取引規制について正しく理解していた
だくため、従来より作成・公表していたQ&Aについて、その構成をよりわかりやすく見直すこととしました。

具体的には、基礎編と応用編とに分け、基礎編の問については、主に投資経験・知識の少ない方向けに、そもそもイン
サイダー取引とはどういうことかという点に着目して記載し、応用編については、実例も踏まえ、インサイダー取引規制に
関する法令解釈等の考え方を示しています。

インサイダー取引規制について難しいと思われている方も多いかもしれませんが、インサイダー取引にあたるか否かの、
いわばグレーゾーンの取引を意図的に行うわけではない限り、基礎編のような点を理解していただければ、特に心配する
ことはありません。より詳細に理解したい方は、応用編もご覧いただければと思います。

一般の良識ある方々が、安心して公正な株式投資を行うことができるよう、今後とも、できるかぎり分かりやすい説明に
努めていきたいと考えております。
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「インサイダー取引規制に関するQ&A」 基礎編の概要

上場会社の役職員は、自社株式や取引先その他の他社株式を売買できますか。

インサイダー取引規制の基本的な要件に留意すれば、上場会社役職員でも株取引
が可能

上場会社の社内規則において、株取引の一律禁止や許可制等が定められている
場合がありますが、これは法令上求められていることですか。

社内規則で役職員の投資を一律禁止等にすることは、法令上の要請ではない

資産形成を過剰に抑制している場合があるとすれば、役職員の属性や取引類型
ごとに制限の方法・程度を調整している事例を参考に、見直しを行うことも合理的

上場会社の役職員が重要事実を知った場合は、株取引はできないのですか。

ウェブサイト「適時開示情報閲覧サービス」への掲載等、所定の方法による「公表」
後は、取引が可能

上場会社の役職員は、株式投資信託やETFを売買できますか。

株式投資信託及びETFは、原則として、インサイダー取引の対象でなく、上場会社
役職員であるか否かを問わず売買可能

金融庁職員の投資に係る規則、資産形成支援の取組みはどのようなものですか。

金融庁においても職員の投資を一律禁止しているわけではなく、法令や服務規律
に反しない範囲で、つみたてNISAなど、資産形成支援の取組みを推進
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